
感染症の予防及びまん延の防止のための指針
合同会社ほくと
ほくとケアプラン

１．総則
この指針は、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応等事業所における感染予防対策
体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ることを目的とする。

２．感染管理体制
（１）感染対策委員会の設置

　ア 目的
事業所における感染管理活動の基本となる組織として、感染対策委員会を設置する。感染対策委員会は、以下の
ような役割を担う。
①　 事業所の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。
②　 決定事項や具体的対策を施設全体に周知するための窓口となる。
③ 事業所における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる。
④ 感染症が発生した場合、指揮の役割を担う。

　イ 感染対策委員会の構成
感染対策委員会は、次に掲げる者で構成する（カッコ内は担当分野）。
①　 管理者（事業所全体の管理責任者。委員長を務める）
②　 主任（管理者の補助及び情報収集、職員への周知等）
③　 その他管理者が必要と認める者（事業所外の専門家等）

•外部専門家
事業所外の感染管理等の専門家（感染症医、感染管理認定看護師等）、感染対策に詳しい人材に協力を求め
ることも重要。

　ウ 感染対策委員会の活動内容
感染対策委員会は、委員長の召集により感染対策委員会を定例開催（6ヶ月毎に１回）に加えて、地域で感染
症が増加している場合や施設内で感染症発生の疑いがある場合等は、必要に応じ随時開催する。
委員会では、「感染症の予防」と「感染症発生時の対応（まん延防止等）」のために必要な次に掲げる事項について
審議する。
なお、委員会での議論の結果や決定事項については、すみやかに職員に周知を図る。
　① 事業所内感染対策の立案
　② 感染に関する最新の情報を把握し、指針等の作成及び見直し
　③ 事業所内感染対策に関する、職員への研修の企画及び実施
　④ 職員の健康状態の把握
　⑤ 感染症発生時における感染対策及び拡大防止の指揮
　⑥ 感染対策実施状況の把握と評価、改善を要する点の検討

（２）職員研修の実施
当事業所の職員に対し、感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底や衛
生的なケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」を感染対策委員会の企画により、以
下の通り実施する。

　ア 新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の重要性と標準予防策に関する教育を行う。

　イ 全職員を対象とした定期的研修



全職員を対象に、別に感染対策委員会が作成するカリキュラムに基づき定期的な研修を年２回以上実施する。

　 　 　（３）訓練
　 　 感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、全職員
を対象に年 2回以上の訓練を実施する。
内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。訓練の企画、運営、実
施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。

附則
2024年 4月 1日から適用する。

以上


